
東京医科大学一工学院大学一東京茶科大学 包括豊携協定吉

東京医科大学 (以下「tF」 という。)、 工学院大学 (以下「ι」という。)及び東京率科大

学 (以下「内」という。)は 、教育研究の逹携協力に関し、次のとおり協えを締結する。

(目 的)

第 1条 本協定は、二人学の理念、特色、立地環党等を活かした医薬工逹携活動 を逍 じて、

相互の教育及び研究の一層の進晨をめざすとともに、地域貧献、産学官逹携、国際え流

などの活動を通 じて、我が国及び地域の発晨 と人材の育茂に寄与することを目的とする。

(豊携内容)

第 2条 本協定による主な逹携内容は、次のとおりとする。

1)学術研究に関すること

2)学部学生及び大学院生の教育、研究に関すること

3)教員の相ユえ流に関すること

4)産 学官逹携など国内外の機関等とのこ携に関すること

5)地域社会との生携に関すること

6)防 災・減災及びボランティア活動等にFXlす ること

7)災害時における協力並びにえ抜に関すること

8)二人学における逹携大学院設置を前提とした活動に関すること

9)国 際え流に関すること

10)そ の他二人学が必要と認め合意した事項

(協議)

第 3条 前条に掲げる逹携内容の具体イとを図るときは、二人学協議の上、実施内容及び

実施方法等を定める。

(有効期 ral)

第4条 本協定の有効期間は、2010年 9月 17日 から2011年 9月 16日 までとする。

ただし、期ran満 了の3カ 月前に二人学いずれかより本協定を終了させる申し出がない

ときは、えに1年間え新するものとし、以降も同様とする。

木協定締結の証として、工本 3近 を作成し、甲乙丙各 1通 を保有する。
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